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宮城県特別支援学校ＰＴＡ等連絡協議会 

令和７年度「県へのお願い」の報告 
 

宮城県特別支援学校ＰＴＡ等連絡協議会（以下「宮特Ｐ連」と表記）は、令和７年１１

月２５日（火）に県内各特別支援学校 PTA等から提出して頂いた「県へのお願い」を、県庁に

て提出させていただきました。 

 

宮特Ｐ連会長（宮城県立西多賀支援学校ＰＴＡ会長）望月 千尋が、知事へ「地域生活への移

行に向けた支援について」、教育長へ「障害児の教育環境整備の推進について」の項目と内

容を読み上げ、文書を手渡しました。それぞれ、宮城県保健福祉部長 志賀 慎治 様、宮城県

教育庁副教育長 遠藤 秀樹 様に対応していただきました。 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向かって左から 

副会長  宮城県立視覚支援学校ＰＴＡ会長 

副会長  宮城県立聴覚支援学校ＰＴＡ会長 

宮城県保健福祉部長       志賀 慎治 様 

会 長  宮城県立西多賀支援学校ＰＴＡ会長 

副会長    宮城県立船岡支援学校ＰＴＡ会長 

副会長  宮城県立小松島支援学校ＰＴＡ会長 

向かって左から 

副会長 宮城県立小松島支援学校ＰＴＡ会長 

副会長 宮城県立視覚支援学校ＰＴＡ会長 

副会長   宮城県立船岡支援学校ＰＴＡ会長 

副会長 宮城県立聴覚支援学校ＰＴＡ会長 

会 長   宮城県立西多賀支援学校ＰＴＡ会長 

宮城県教育庁副教育長            遠藤 秀樹様 

特別支援教育課特別支援教育専門監  但木 伸行様 

特別支援教育課副参事兼総括課長補佐 相澤 明子様      
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宮城県知事 村井 嘉浩 殿へのお願い 

地域生活への移行に向けた支援について（お願い） 

 

 社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人

と資源が世代や分野を超えてつながる「地域共生社会」は、インクルーシブ教育の原点であります。 

共生社会の意識が、学校教育の場だけでなく社会全体に浸透するよう、今後も行政による御指導、御

協力を賜る必要があります。障害のある児童生徒が、地域の中で共に生活、活動していくために、以下

の支援について御検討を賜りますようお願い申し上げます。 

１ バリアフリーの充実について 

２ 地域生活に関する支援の充実について 

３ 卒業後の進路先の充実について 

 

１ バリアフリーの充実について 

バリアフリーの充実については、宮城県では「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を制定し、

バリアフリー化を推進していただいておりますこと、令和３年４月に「障害を理由とする差別を解消

し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例」を施行し、これに合わせて障害者への合理的配

慮の提供の促進を進めていただいておりますことに感謝申し上げます。 

しかしながら、バリアフリーの視点から見てみますとまだまだ改善していただきたい事項が少なく

ありません。障害のある人が不自由なく、公共施設の利用が可能となるように、障害の特性に合わせ

た環境の整備やユニバーサルデザインの設備充実の御支援をお願い申し上げます。その中でも特にお

願いしたいのは下記のとおりです。 

 ○ ＪＲ各駅のホームドアの設置（継続） 

   仙台駅では、通勤・通学で混雑している時間帯において、視覚障害のある生徒は細心の注意を払

いながら歩行している状況です。また、駅のホームドアは障害の有無に関わらず、安全のために必

要であると思います。すべての利用者が安心して JR 各駅及び仙台空港アクセス線駅の利用ができ

るように、引き続き要望していただけますようお願いいたします。 

 ○ 音響式信号機、点字ブロック、視覚情報の拡充（継続） 

   視覚に障害があったとしても安全安心に生活できるよう、県内の音響式信号機、 

  点字ブロックを増やしていただきたいです。 

   また、聴覚障害のある児童生徒が緊急避難時に状況を把握し、安全を確保できるように視覚情報

が分かるようにしていただきたいです。 

 ○ 各施設において障害者優先席の拡充、障害者が利用できる施設の拡充（継続） 

   障害があっても外出や楽しみを制限したくないのですが、現状では席の確保等が 

  困難な場合があります。駐車場スペースや市営バス優先席と同じように、高速バス 

  やスポーツ施設、公共施設などについても優先席をつくっていただきたいです。 

また、周りを気にせずに体を動かせる場所、医療的ケアが必要な子どもものんびり過ごせる場

所など、年齢制限なく、障害の有無に関わらず利用できる場所の設置をお願いいたします。 
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２ 地域生活に関する支援の充実について 

障害児・者が地域で生活していくためには、放課後デイサービスやショートステイ先をはじめ、卒

業後に入通所する福祉サービス事業所等の地域支援が不可欠となります。しかしながら、少しずつ環

境が整ってはきているものの、まだまだ十分な状況ではありません。あわせて、地域間の格差も大き

いと言えます。特に下記につきましては、早急な改善をお願いいたします。 

 ○ 生活介護施設等の整備（継続） 

 重度の障害者及び医療的ケアの必要な障害者を受け入れてくれる放課後デイサービスやショー

トステイ先、卒業後の入通所施設があまりにも数が少なく、それら施設の利用を希望したとしても

なかなか利用できない状況にあります。保護者にとっては将来も含めて大きな不安となっておりま

す。障害者及びその家族の穏やかな生活を保障するためにも早急な改善をお願いいたします。 

 ○ 福祉サービスの充実（継続） 

   福祉サービスの利用にあたり、利用時間の延長や土日・祝日に希望通りの利用が困難である実情

があり、保護者の就労も限定されています。加えて、通勤移動や通学に係る福祉サービスにも制約

があり、保護者の体調不良等の理由で、職場や学校を休ませざるを得ないケースが見受けられます。 

 また、卒業後は、放課後等デイサービスに相当する施設が利用できなくなりますので、保護者が

就労できなくなる、雇用形態を大幅に変えざるを得なくなる、または最初から常勤雇用を諦めざる

を得ない場合が多く、このことが在学中から保護 者だけではなく家族全体に、精神的にも経済的

にも深刻な影響を与えている事案となっております。このような状況ですので、柔軟な制度に改善

していただくことを強く要望いたします。 

 ○ 地域間格差の是正（継続） 

 福祉施設の数が、仙台圏よりも仙台圏以外の方が圧倒的に少なく、在学中の福祉サービスはもと

より、卒業時の進路もかなり限定されています。また、家事都合や緊急時に預ける施設数やグルー

プホームなど卒業後の居住施設数にも、地域間格差があるというのが、大きな課題になっておりま

す。さらに、障害者を受け入れる病院についても地域間格差があり、遠方より仙塩地域の病院まで

足を運ばなければならない実情があります。どの地域に住んでいても安心して、その地域で生活が

送れるように仙台圏以外の施設、病院の新設や定員の増員をお願いいたします。 

 

３ 卒業後の進路先の充実について 

 宮城県の障害者雇用におきましては、令和４年４月より「障害者雇用プラスワン事業」を実施して

いただきました。就職を希望する障害者が一人でも多く就職し、更に就職した企業に定着できるよう

に御支援をいただいており、各企業に「まず一人あと一人」のプラスワン雇用を働き掛けてくださっ

ていることに感謝申し上げます。しかしながら、未だに一般就労の希望が叶わず、福祉的就労を続け

ている卒業生や職場での適応がうまくいかずに福祉的就労や在宅に進路を変える、福祉サービス事業

所が不足し在宅等となって社会とのつながりが稀薄になっている卒業生が現状おります。 

 また、卒業後の学びの場の選択肢が少ないということも大きな課題となっております。卒業後の進

路の充実について、特に喫緊の課題は下記のとおりです。 

 ○ 進路先の確保（継続） 

全体的に障害者数が増え続けており、卒業後の就労先や入通所先の確保が容易ではありません。

特に障害の重い者や視覚・聴覚・肢体不自由・医療的ケアのある障害者の就労先は限られてしまい、

かつ親の負担も大きくなります。引き続き、法定雇用率の達成と維持に向けて、障害者雇用の更な
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る拡大を働き掛けてくださるようお願いいたします。また、県内の地域の多くで福祉サービス事業

所が不足しており、学校卒業後、日中に活動できる場所がなく、社会とのつながりが希薄になって

いる様子も見受けられます。障害があっても安心して生活でき、社会とつながり、社会の一員とし

て自分らしく生きていくための選択肢が増えていくためにも、活動できる場所の増設を強く要望い

たします。 

 ○ 卒業後の定着支援の充実（継続） 

 学校においても、障害への理解や卒業後のケアに力を入れているところではありますが、現状で

は教職員数が足りず、卒業後のアフターケアまで手が回らないという実情があります。ジョブコー

チの配置や定期的な定着支援、それぞれの障害特性と対応についての理解や啓発等、行政からの働

き掛けにより、一層の職場定着がなされますよう御支援をお願いいたします。 

 ○ 高等部卒業後の学びの場の拡大（継続） 

高等部卒業後、専門学校や能力開発校のような進学先を、仙台市以外の圏域にも拡大していただ

きたいです。高等部卒業後、「もっと学びたい」と考えている生徒も県内各地で多いと思われます。

また、ゆっくり発達する生徒にとっては時間を掛けて学ぶことは大切であると考えます。一般就労

や福祉サービス事業所と進む前の段階での学びの場所づくりについて、ぜひ検討していただけます

よう、お願いいたします。 

 

 

宮城県教育委員会 教育長 佐藤 靖彦 殿へのお願い 

障害児の教育環境整備の推進について（お願い） 
 

宮城県特別支援教育将来構想実施計画（後期）(令和２年３月)でお示しいただいたそれぞれの目標

の実現に向けて御尽力いただき感謝申し上げます。さらに、第２期宮城県特別支援教育将来構想(令

和７年～16年)を掲げ、継続して課題解決のために取り組んでいただいておりますが、県内の各特別

支援学校が直面している以下の課題について、一刻も早い実現をお願い申し上げます。 

１ 狭隘化への対応について 

２ 施設の改築と施設設備の改善について 

３ 学習環境の充実について 

 

１ 狭隘化への対応について 

 県内の知的障害特別支援学校では分校も含めて、狭隘化が大きな課題となっている学校が多く、特に

仙台市内とその周辺部にある知的障害特別支援学校は顕著となっている状況です。 

 このような状況に対して、令和６年度４月の「秋保かがやき支援学校」の開校、令和７年度の松陵支

援学校の独立開校、令和８年度の古川支援学校の校舎増設（閉校する小学校の利活用）など、課題の解

決に向けて具体的に取組を進めていただいておりますことに感謝申し上げます。 

 しかしながら、文部科学省で令和６年３月に発表した公立特別支援学校における教室不足調査では、

設置基準上の必要な面積を満たしている学校数(令和５年 10月現在)について宮城県は、校舎(26校中 17

校で全体の 65.4%)、運動場(26 校中 11 校で全体の 42.3%)であり、全国平均(校舎 70.0%、運動場 55.5%)

を下回っています。狭隘化による主な課題は下記のとおりです。早急に進めていただきますようお願い

いたします。 
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 ○ 特別教室と普通教室、児童生徒が落ち着くための部屋等の確保（継続） 

   未だに知的障害特別支援学校では、特別教室の普通教室への転用、複数学年・学級の教室共用、休

憩や遊びに利用するホールの減少、プレハブ校舎増設設による校庭の削減等があり、児童生徒の教育

環境の改善が大きな課題になっていますこのように教育環境を十分に確保できない状況は、障害のあ

る子どもへのきめ細やかな教育の実現のために大きな障害となります。また、上記のような環境では、

災害時に障害児を迅速に避難させることが困難であり、子どもの命を守るという、安全な学校教育へ

の懸念が生じますので、特別教室と普通教室、児童生徒が落ち着くための部屋等の確保について、継

続して進めていただきますよう、お願いいたします。 

 ○ ＰＴＡ活動、教育相談等で使用可能な部屋の確保（継続） 

 狭隘化の学校では、ＰＴＡ活動や教育相談のための相談室や会議室の確保も難しい状況がありま

す。ＰＴＡの役員会を行う際に、近くの公民館を借りなければならないほど、教室不足している学校

もあります。また、現在、特別支援学校のセンター的機能から、外部からの来校相談も増えています

が、相談室の確保も難しい状況がみられますので、ＰＴＡ活動と併せて、各学校で必要な部屋の確保

を要望いたします。 

 ○ 給食の確保（継続） 

 児童生徒数の増加に伴い、給食提供可能数が児童生徒数を下回り、実際に給食指導を行う教員への

給食の提供ができない学校があり、早急の改善が必要であると思いますので、ご検討よろしくお願い

いたします。 

 

２ 施設の改築と施設設備の改善について 

 県立特別支援学校においては、建築後長い年月を経て、校舎・寄宿舎の老朽化が進んでおり、学校

生活を送る上で様々な不便をきたしている学校があります。このような状況に対し、視覚支援学校や

聴覚支援学校の改築など、計画的に進めていただいておりますことに感謝申し上げます。 

 しかしながら、老朽化による様々な施設設備の問題はもとより、各学校で抱える施設設備の問題も

まだまだ改善されていない状況が続いています。児童生徒が安全に、また安心して健康的に過ごせる

学習環境のためにも、施設設備の早期の改善をお願いいたします。下記は特にお願いしたい重要事項

です。 

 ○ 老朽化による校舎、寄宿舎の改築（継続） 

 築後約５０年が経過している校舎・寄宿舎が増えてきており、中にはこれから築後６０年を迎え、

老朽化が限界まできている学校・寄宿舎が出てきます。老朽化による様々な問題は、学校運営上、

大変危惧されるものであることから、老朽化による校舎、寄宿舎の改築を計画的に進めていただき

たいと思います。 

 ○ 電話回線の増設（継続） 

 狭隘化の学校では、電話回線が２つしかないところが多く、必要な電話をしても不通となること

が常態化しています。保護者からの要望、または連携を図るために、児童生徒数や教職員数に合わ

せた回線の増加をお願いしたいです。また、現在、各校に緊急用の携帯電話を整備していただいて

おりますが、宿泊学習や校外学習、進路指導等校外での緊急時用として使用しているため、各校で

台数が不足しております。是非、携帯電話の台数を増やすなどしていただき、学校と家庭等との連

絡体制の強化が図られるようお願いいたします。 
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 ○ エレベーターの設置（継続） 

 校舎で必要なエレベーターが設置されていない学校、または老朽化のためにエレベーターが使え

ない学校があります。車椅子の児童生徒でも安全で充実した学校生活を送ることができるよう、早

急な設置を要望いたします。 

 ○ 防災対策のための施設設備の拡充（継続） 

 危険性を理解することが難しい児童生徒が多いため、災害時に児童生徒を迅速に避難させること

が困難であり、児童生徒の命を守るためにも、人員・施設面共に拡充することと、セキュリティの

強化をお願いいたします。 

 

３ 学習環境の充実について 

 医療的ケアを要する児童生徒に対する看護師の勤務体制の見直し、児童生徒の多様な教育的ニー

ズに応える学びの場所の実現に向けて、学習環境の整備をお願いいたします。次の３点については特

にお願いいたします。 

 〇 医療的ケア対象児の看護師付き添いの拡充（継続） 

 医療的ケアを要する児童生徒は、日常の学校生活では看護師による医療行為を受けながら学習活

動を行っています。医療的ケアを要する児童生徒は、現在、宿泊を伴う行事には保護者の付き添い

が必要なため、兄弟や家庭の事情で保護者が付き添えず、宿泊学習や修学旅行に参加できない事例

があります。もし、看護師の同行が可能になれば、保護者の負担も軽減し、児童生徒の学習目的も

達成できます。また、他県では、スクールバスに看護師が添乗することで、医療的ケアを要する児

童生徒もスクールバスでの通学が実現しているところがあると伺っております。宮城県では、「医

療的ケア児の通学支援」のモデル事業を実施していただいているところですが、支援の拡大と医療

的ケアを要する児童生徒に対する看護師の勤務体制の改善を進めていただきますよう、お願いいた

します。 

 〇 高等部生徒のスクールバス利用（継続） 

昨年度もお願いしておりますが、小学部・中学部のみではなく、高等部生徒も希望者はスクール

バス利用が可能となるようお願いいたします。公共交通機関の乏しい地域にある学校では、高等部

生徒も登下校の安全面での配慮が欠かせません。高等部生徒に対しても通学及び学習の保障とし

て、スクールバスの路線設定が可能となりますよう、御検討をお願いいたします。 

 〇 プール待合室や体育館への冷風機やエアコンの設置（継続）運動場の確保(新規) 

昨今の夏場の暑さのため、体育館やプールでの活動を止めなければならない状況がありました。

現在、特別支援学校の体育館への冷風機等設置のための検討が進んでおりますこと、心より感謝申

し上げます。体を動かすことは健康な体をつくる上で欠かせないことであり、体育におけるプール

活動や体育館での様々な活動が児童生徒に保障できますよう、早急な対応をお願いいたします。 

また、十分な運動場が確保できず、借用したり、アスファルトの駐車場を使用したりして対応し

ている実情があります。伸び伸びと活動する場所が必要です。児童生徒が安心で安全に学ぶことが

できるよう、教育環境の整備を計画的に進めていただけますよう、お願いいたします。 
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県へのお願い（回答） 
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